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◆中小企業等経営強化法による「経営力向上計画」の認定
を受けた中小企業者が482件と活況を呈している。申請
書類が実質2枚という“お手軽さ”が受けたのかもしれな
い。◆一方で認定された計画の目標を達することができる
のか危惧する企業も少なくない。主務大臣は計画の実施状

況について報告を求めることができるとされているからだ。◆しか
し、それほど心配する必要はない。報告は中小企業者の負担を考慮
し、簡単なアンケート調査などが考えられているからだ。計画の目
標はあくまでも目標であり、計画を実施していれば認定の取消しは
まずなさそう。今後、認定企業はさらに増えそうだ。 （MIN）
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今 週 の 専 門 用 語

動機の錯誤

事業分野別指針
　中小企業等経営強化法では、主務大臣は基本方針に基づき、中小企業者等の経営力
向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、経営力向上の内容、実施方法、その
支援体制の整備等に関する指針を定めることができるとされている。製造業、卸・小
売業、外食・中食、医療など、11の事業分野で定められている。中小企業者は、事
業分野別指針がある場合には当該指針を踏まえて経営力向上計画を策定する。一方、
事業分野別指針がない事業分野では、基本方針を踏まえて経営力向上計画を策定する。

オープンイノベーション型
　「総額型」とともに研究開発税制の恒久措置の一つであり、大学や国の研究機関（特
別研究機関）、企業等との共同・委託研究等の費用（=特別試験研究費）総額の一定
率の税額控除を認める制度。特別試験研究費税額控除制度とも呼ばれる。控除率は、
大学や特別研究機関等との共同・委託研究では30%、企業間等での共同研究や中小
企業への委託研究等、中小企業からの知財権使用料については20%となる（法人税
額の5%が上限）。なお、本制度を使った試験研究費は総額型の適用対象外となる。

　ある意思表示そのものではなく、意思表示をする際の動機にいわゆる“思い違い
（勘違い）”があることを動機の錯誤という。動機の錯誤が無効となるためには、①動
機が相手方に表示されて法律行為の内容となっていること、②もし錯誤がなければ表
意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることが必要とされ
ているほか（最高裁平成元年9月14日第一小法廷判決）、表意者に重大な過失がな
いことが必要となるため（民法95）、動機の錯誤無効のハードルは高いといえる。
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